
日医ニュース

日本の医療は「非課税」だから
消費税が８％に上がっても、
医療費はそのままですよね？

それが、
そうではないんです…

医療（社会保険診療）は消費税のかからない｢非課税｣の取引とされています。患者の

みなさまにとって､一見､消費税が免除されているように感じますが､実は､そうではありません。

病院･診療所が診療を行うために仕入れる薬や材料･設備にかかる消費税は、患者さんも

一部を負担する仕組みになっています。一方､その多くを医療機関が負担しているのです。

不合理・不透明な税制の問題。

患者のみなさまと共有し、

一刻も早い解決にむけて動いていきます。
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